
メンタルヘルス対策って、
具体的には何をすればいいの？4

　メンタルヘルス対策を効果的に進めるためには、まず、社内の考え方や取組方針を明
確にするとともに、スタッフの育成や専門職の配置など、推進体制を充実することが重
要です。

Ⅰ 推進体制づくり

Ⅱ セルフケア
＜12～13ページ＞

Ⅲ ラインによるケア
＜14～18ページ＞

　自らがストレス状態に気づき適切に対処
するための知識と方法を身に付け自分自身
でケアすることです。

　管理監督者が部下の心の健康をケアするこ
とです。事業所におけるメンタルヘルス対策
の中で最も重要です。

意識を啓発し正しい理解を促す
事例５ イントラネットを利用した情報提供
事例６ Webマガジンの定期発行
事例７ ガイドブックの作成

事例10 管理監督者向けの研修

メンタルヘルス不調者を早期に発見する
事例８ アンケートによるセルフチェックの実施
事例９ 疲労度チェックの実施

事例11 メンター制度の導入
事例12 積極的傾聴法の研修

就労環境を把握し、改善する
事例13 メンタルヘルス改善意識調査の実施
事例14 快適職場調査の実施

事例16 試し出勤制度 ～個人の状態に応じた復職支援～
事例17 就業制限 ～段階的な復職による配慮～

事例15 職場を明るく元気にする活動の実施

事例18 就業制限 ～準備就労制度の適用～

8



日常的に相談できる場をつくる

　事業所によって、メンタルヘルス対策への取り組みの熟度はさまざまですが、それぞれ
の事業所の現状や課題に応じて、県内事業所における取組事例も参考にしながら、でき
ることから取り組みましょう。なお、メンタルヘルス対策を組織的に実践するには、『Ⅲ.ラ
インによるケア』に取り組むことが最も重要です。

＜10～11ページ＞

方針の明確化
事例１ 心の健康づくり計画

の策定

推進体制
事例２ メンタルヘルス対策専門の協議会の設置
事例３ 取組体制の周知
事例４ メンタルヘルスに関する資格取得の奨励

Ⅴ 事業場外資源によるケア
＜21～22ページ＞

　社外の専門機関が、事業
者等の求めに応じて行うケ
アのことです。

Ⅳ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
＜19～20ページ＞

　社内の産業保健スタッフ
等が、それぞれの立場で職
場の支援を行うケアのこと
です。

Ⅵ 家族との連携
＜23ページ＞

　家族は、労働者にとって最も
身近な存在であり、心の変調に
いち早く気づくことが可能です。
うまく連携することで、よりス
ムーズな回復が期待できます。

従業員の家族への情報
提供

事例27外部講師を招いた社
内研修の実施

事例24

事例19 職場内の定期的な
パトロールの実施

スムーズな職場復帰を支援する
休業者の家族との面談事例29外部資源を活用したリ

ワーク支援プログラム
の導入

事例26復職サポート会議の設置事例22
再出勤審査会の設置事例23

何でも相談窓口の設置事例20
事業所内でのカウン
セラーによる相談

事例21
家族も利用できる相談
窓口の設置

事例28電話相談窓口の設置事例25

9



推進体制づくり

＜方針の明確化＞

事例 １ 心の健康づくり計画の策定

心の健康づくり計画の構成（例）

１ 快適職場づくり
（ア）労働時間適正化キャンペーン
（イ）ワークライフバランスの推進

２ セルフケア
（ア）心の健康診断の実施
（イ）自発的な相談の推進

３ ラインによるケア
（ア）新任マネージャー研修
（イ）心の健康診断の組織診断結果

４ 事業場内保健スタッフによるケア
（ア）社内精神科医によるカウンセリング
（イ）担当保健スタッフによる健康相談

５ 事業場外資源によるケア
（ア）社外資源による相談
（イ）健康保険組合の契約による社外電話メンタル相談

場業事模規小、がすで例考参いたきだたいでん組り取で業企のて全は例事の下以 ※
（労働者数50人未満の事業場）など社内で実施が困難な取組については、地域の窓口
である愛知産業保健総合支援センター（47ページ）をご活用ください。

10

　国の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づく「心の健康づくり計画」
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＜推進体制＞

事例 ２ メンタルヘルス対策専門の協議会の設置

事例 ３ 取組体制の周知

事例 ４ メンタルヘルスに関する資格取得の奨励

メンタルヘルス・マネジメント®検定試験

https://www.mental-health.ne.jp/

11

【対象】人事労務管理スタッフ、経営幹部

【対象】管理監督者（管理職）

【対象】一般社員



セルフケア

＜意識を啓発し正しい理解を促す＞

事例 ５ イントラネットを利用した情報提供

事例 ６ Webマガジンの定期発行

事例 ７ ガイドブックの作成

12

社員
実施など、

Ⅱ



労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト

＜メンタルヘルス不調者を早期に発見する＞

事例 ８ アンケートによるセルフチェックの実施

事例 ９ 疲労度チェックの実施

自分自身や周囲の気づきをサポートする際に活用できるWeb情報

●チェックしてみませんか？【中央労働災害防止協会】
　https://www.jisha.or.jp/web_chk/
●５分でできる職場のストレスセルフチェック【厚生労働省こころの耳】
　https://kokoro.mhlw.go.jp/check/
●こころの病気のセルフチェック【UTU-NET】
　http://utu-net.com/self/index.html

参考：中央労働災害防止協会　https://www.jisha.or.jp/web_chk/td/list_s.html
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陥り



ラインによるケア

＜メンタルヘルス不調者を早期に発見する＞

事例 11 メンター制度の導入

＜意識を啓発し正しい理解を促す＞

事例 10 管理監督者向けの研修

オデビbeWもで修研アケフルセのけ向員業従般一、くなでけだけ向者督監理管 ※
を活用している事業所もあります。

管理監督者・従業員の研修時に活用できるWeb情報

●動画で学ぶメンタルヘルス教室【厚生労働省「こころの耳」】
　https://kokoro.mhlw.go.jp/video/
●衛生管理者・人事労務担当者等対象研修【愛知産業保健総合支援センター】
　https://www.aichis.johas.go.jp/seminar/seminar.html
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管理監督者が面談を行う際のポイント

事例 12 積極的傾聴法の研修

『傾聴法』とは、聴く側の心構えと態度です。
心構えは、相手を尊重し、相手の持つ自己解決力を認めてじっくりと聴く
ことです。
　■相手のおかれている状況に共感する
　■相手のつらい胸の内を受容する
　■しっかりと聴いていることを、あいづちなどの態度で示す
　■時に内容を確認する
相談者本人が、問題点を整理し、自ら解決方法を見つける手助けをします。

＜就労環境を把握し、改善する＞

事例 13 メンタルヘルス改善意識調査の実施
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快適職場調査のチェックシート（例）

事例 14 快適職場調査の実施

参考：中央労働災害防止協会　https://www.jisha.or.jp/health/kaiteki/soft/index.html

事例 15 職場を明るく元気にする活動の実施
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＜スムーズな職場復帰を支援する＞

事例 16 試し出勤制度　～個人の状態に応じた復職支援～

事例 17 就業制限　～段階的な復職による配慮～

事例 18 就業制限　～準備就労制度の適用～

※試し出勤と就業制限
■「試し出勤」は、休業状態のまま通勤などを練習すること
■「就業制限」は、復職した状態で勤務時間等を制限すること
となっています。いずれがよいかはそれぞれの事業所にもよりますが、一
定の期限を決めて問題のないように配慮することがポイントです。

17

するおそれがあります。



イ　労働者からの診断書（病気休業診断書）の提出
ロ　管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケア
ハ　病気休業中の労働者の安心感の熟成のための対応
ニ　その他

イ　労働者からの職場復帰の意思表示
　　及び職場復帰可能の診断書の提出

イ　情報の収集と評価
（イ）労働者の職場復帰に対する
意思の確認

（ロ）産業医等による主治医からの
意見収集

（ハ）労働者の状態等の評価
（ニ）職場環境の評価
（ホ）その他

ロ　職場復帰の可否についての判断

イ　労働者の状態の最終確認
ロ　就業上の配慮等に関する

意見書の作成

イ　疾患の再燃・再発、新しい問題の
発生等の有無の確認

ロ　勤務状況及び業務遂行能力の評価
ハ　職場復帰支援プランの実施状況の確認

ロ　産業医による精査
ハ　主治医への情報提供

ハ　職場復帰支援プランの作成
（イ）職場復帰日
（ロ）管理監督者による就業上の
配慮

（ハ）人事労務管理上の対応等
（ニ）産業医等による医学的見地
からみた意見

（ホ）フォローアップ
（ヘ）その他

ハ　事業者による最終的な職場復帰
の決定

ニ　その他

ニ　治療状況の確認
ホ　職場復帰支援プランの評価と見直し
ヘ　職場環境の改善等
ト　管理監督者、同僚への配慮等

出典「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

復職までの流れ
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事業場内産業保健
スタッフ等によるケア

入口 待合スペース 面談室

＜メンタルヘルス不調者を早期に発見する＞

事例 19 職場内の定期的なパトロールの実施

＜日常的に相談できる場をつくる＞

事例 20 何でも相談窓口の設置

相談窓口

事業所内における相談窓口の例

19

では
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＜スムーズな職場復帰を支援する＞

事例 22 復職サポート会議の設置

事例 21 事業所内でのカウンセラーによる相談

事例 23 再出勤審査会の設置

20



事業場外資源によるケア

＜意識を啓発し正しい理解を促す＞

事例 24 外部講師を招いた社内研修の実施

愛知県による職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー・相談員派遣制度

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000016979.html

「職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー・相談員派
遣申込書」を下記ホームページからダウンロードの上、県労

メンタルヘルス対策の基礎知識
メンタルヘルス不調者を出さないための職場づくり
管理監督者向けメンタルヘルス対策研修
復職者のスムーズな職場復帰支援対策
パワーハラスメントの防止とメンタルヘルス対策

働福祉課もしくは事業所の所在地域を所管する県民事務所
等まで、FAX・メール等によりお申込みください。
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＜日常的に相談できる場をつくる＞

事例 25

＜スムーズな職場復帰を支援する＞

事例 26 外部資源を活用したリワーク支援プログラムの導入

電話相談窓口の設置

その他事業場が利用できる公的機関等

●愛知産業保健総合支援センター（地域産業保健センターを含む。）
　事業者が使用する労働者の健康に関する業務について、「事業者及び衛生管理
者等の産業保健スタッフが行う産業保健活動の支援」並びに「労働者数50人未満
の事業場の事業者及び労働者に対する産業保健サービスの提供」などを行ってい
ます。（利用料は無料）
　【主なメンタルヘルス対策に関する支援・サービス】
　・メンタルヘルス対策普及促進のための専門家による個別訪問支援
　・管理監督者及び若年労働者向けメンタルヘルス教育の実施
　・ストレスチェック制度の導入に関する支援
　・産業保健スタッフ等に対する研修・啓発セミナーの実施
　・専門家による産業保健スタッフからの相談対応
　・登録産業医による健康相談対応（労働者数50人未満の事業場のみ）
　　※休職・復職の可否に関する相談対応はできません。
　・健康診断結果についての医師からの意見聴取（同上）
　・ストレスチェックに係る高ストレス者に対する登録産業医による面接指導（同上）

※ホームページアドレス（https://www.aichis.johas.go.jp/）又は47ページ参照

●研修・教育講習機関（社内教育、講師の派遣）
中央労働災害防止協会　中部安全衛生サービスセンター
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家族との連携

＜意識を啓発し正しい理解を促す＞

事例 27 従業員の家族への情報提供

＜日常的に相談できる場をつくる＞

事例 28 家族も利用できる相談窓口の設置

＜スムーズな職場復帰を支援する＞

事例 29 休業者の家族との面談

休業者の家族への情報提供の内容

労働者や家族が利用できる相談窓口

●あいち相談窓口ナビ
携帯電話からも閲覧できる各種相談窓口の総合案内です。
メニューの「１．様々な心の悩み」から、県内保健所や各種相談窓口
に連絡できます。
https://www.pref.aichi.jp/seishin-c/soudan_navi/index.html

●その他相談窓口
　45～47ページ参照
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